
 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトル 
損害賠償規定の整備に伴う「安曇野市図書館条例」等の一部改

正について 

決定を要する事項

の内容 
改正の趣旨について 

要旨 

損害賠償規定の整備に伴い、「安曇野市図書館条例」等の用語を

改正する。 

説明 

 損害賠償規定については、市の例規に共通する規定ですが、

その考え方や用語は統一されていないのが現状です。本来、損

害賠償責任は民法の定めるところにより処理されるべきもので

あり、例規ごとに異なる内容となっているのは妥当ではありま

せん。 

 以上から、市の例規について損害賠償規定を統一することと

なり、図書館交流課所管の以下の条例・規則についても所要の

改正を行います。 

 

1.安曇野市図書館条例(平成 18年安曇野市条例第 23号） 

2. 安曇野市明科学習館条例(平成 18年安曇野市条例第 34号） 

3. 安曇野市交流学習センター条例(平成 21 年安曇野市条例第

12号） 

4.安曇野市図書館管理規則（平成 18年安曇野市教育委員会規則

第 8号） 

 

趣旨承認、法規審査委員会での審査を経て、条例は 3 月議会、

規則は教育委員会 3月定例会への上程を予定します。 

 

(添付文書等) 

・新旧対照表 
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